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第 1 節 福祉と交通の連携を促進する国の動き 

※第 4部でご紹介している資料の URLは、全国移動ネットのホームページにアクセスし、本書のデータを開く
と、原稿をクリックする形でご覧いただけます。 

高齢運転者による交通事故防止対策を目的として、2017（平成 29）年に国土交通省総合政策
局が設置・開催した「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」の「中間とりまとめ」では、自家
用有償旅客運送や互助による輸送も含めて、移動手段を確保していく必要があるという認識が示
された。以後、この「中間とりまとめ」後の対応として、国土交通省と厚生労働省から制度の弾
力運用を可能にする発出文書が断続的に発出されている。 

一方、市町村や都道府県においては、（３）にあるように「福祉部局と交通部局がそれぞれ把握
している情報を共有し、施策の検討を推進」する庁内の横断的な会議を開催することが「福祉と
交通の連携」の第一歩と考えられる。 

 

出典：2018年（平成 30年）4月 12日「福祉と交通の連携」セミナー／国土交通省講演資料 
 

■「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」以後に発出された文書 
国土交通省および厚生労働省から発出された文書は以下のとおり。 

（１）2017年（平成 29）年 6月 30日公表 
「高齢者の移動手段の確保に関する検討会 中間とりまとめ」 
https://www.mlit.go.jp/common/001190834.pdf       該当部分 P4-7参照 

 

（２）2017（平成 29）年 6月 28日付 老発 0628第 9号／厚生労働省老健局長 
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正について 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-
Roukenkyoku/0000088520_2.pdf               該当部分P4-5参照 
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（３）2017（平成 29）年 7月 20日付 国総計第 59号／国土交通省総合政策局交通計画課長 
「高齢者の移動手段の確保に向けた環境整備について」    該当部分 P4-3,4-4参照 
http://www.zenkoku-ido.net/_laws/170720torimatome_tsutatsu.pdf 

 

（４）2017（平成 29）年 8月 25日付 事務連絡／国土交通省自動車局旅客課長 
「営利を目的としない互助による運送のために NPO が市区町村の自動車を利用する場合
等の取扱いについて」 
http://www.zenkoku-
ido.net/_laws/pdf/170825jimurenraku_shichoson_sharyo.pdf 

 

（５）2017（平成 29）年 8月 31日付 通達／国土交通省自動車局長 
「市町村運営有償運送の登録に関する処理方針」、「自家用有償旅客運送者が利用者から収
受する対価の取扱いについて」の一部改正（令和 2年にも改正あり） 

 

（６）2017（平成 29）年 9月 29日付 老振発 0929第 1号／厚生労働省老健局振興課長 
「介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービスにおける訪問型サービ
スＤの実施可能モデルについて」 
https://www.mlit.go.jp/common/001233748.pdf 

 

（７）2018（平成 30）年 3月 30日付 通達／国土交通省自動車局旅客課長 
「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」、「運営協議会に関する
国土交通省としての考え方について」の一部改正。事務連絡「道路運送法における登録又
は許可を要しない運送の態様について」が改訂され通達「道路運送法における許可又は登
録を要しない運送の態様について」へ（いずれも令和 2年にも改正あり） 

 

（８）2018（平成 30）年 9月 28日付 事務連絡／国土交通省自動車局旅客課長 
「通所介護等に係る送迎に関する道路運送法上の取扱いについて」 
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/jk/jk-sub85pdf/20180928jimurenraku.pdf 

 

（９）2019（令和元）年 10月 
【『交通』と『福祉』が重なる現場の方々へ～高齢者の移動手段を確保するための制度・事
業モデルパンフレット】 
https://www.mlit.go.jp/common/001317469.pdf 

 

（10）2020（令和 2）年 3月 31日付 通達／国土交通省自動車局旅客課長 
「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」（一部改正） 
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001338101.pdf 
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●「高齢者の移動手段の確保に向けた環境整備について（通知）」 
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●「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」p38～p39より 
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●「高齢者の移動手段を確保するための制度・事業モデルパンフレット」p3 
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